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特別損失(使用権資産の減損)の計上に関するお知らせ 

 

 当社は、2026年 3月期 (2025年 4月１日～2026年 3 月 31 日)において、特別損失（使用権資産の減

損損失）を計上いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

1 特別損失(使用権資産の減損)の内容 

 当社は、子会社である KIMURA,Inc.を 2002年 5月に設立し、格納器具製品の製造・販売、倉庫・

物流事業を担っております。 

 今期におきましては、北米の関税の影響や EV の失速等により、主要顧客である欧州自動車メー

カーの生産台数の減少等もあり、物流の内製化が進んでおります。当社といたしましても、作業量

減少が見込まれる今後を見据えて慎重に精査した結果、物流部門を再編することで、より利益の出

る体質への構造改革を決断いたしました。この事業再編に伴い、米国会計基準で資産に計上してお

ります賃借倉庫の使用権資産について見直し、減損損失として特別損失 231百万円を計上いたしま

した。 

 

２ 連結業績への影響 

   当該子会社における減損損失による、2026年 3月期の当社連結業績への影響は、本日開示してお

ります 2026年 3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）に記載の通りでございます。 

 

 

                                                                                    以 上 


